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P26-27

個人番号カード（以下本書では
マイナンバーカードと記載しま

す。）

マイナンバーカード
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P28-29

マイナンバーカード
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P44-45

マイナンバーカード

マイナンバーカード

マイナンバーカード

マイナンバーカード
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P66-67

削除
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P84-85

2025年1月31日

第15条　法第15条第1項第1号の規定による確認は、身分証明書、運
転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に
規定する個人番号カードその他の相手方の住所、氏名及び年齢又は
生年月日を証する資料（1を限り発行又は発給されたものに限る。以下
「身分証明書等」という。）の提示を受け、又は相手方以外の者で相手
方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものと
する。


